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●建物が補助の要件に適合しているかなどについて、 

事前に町都市施設課で相談してください。 

●相談の結果、補助の対象となる場合、「愛川町木造住宅耐震診断費

補助金交付申請書(第１号様式)」を提出してください。 

●補助金交付申請書の内容を審査し、「愛川町木造住宅耐震診断費補助金

交付決定通知書(第４号様式)」により通知いたします。 

●耐震診断技術者により耐震診断を実施していただきます。 
この際、耐震診断技術者から「木造住宅耐震診断結果報告書」を

受け取り、診断料を支払ったうえ、領収書を受け取ってください。 

●「愛川町木造住宅耐震診断費補助金実績報告書(第７号様式)」 
〇添付書類(詳しくはご相談ください） 

①木造住宅耐震診断結果報告書(写し) 
②愛川町木造住宅耐震診断費補助金交付請求書(第８号様式) 
③耐震診断に係る領収書(写し) 

１ 事前相談 

２ 補助金交付申請 

３ 補助金交付決定通知 

４ 耐震診断の実施 

５ 実績報告書の提出 

６ 補助金の支払い 

 

 

耐震診断補助額：耐震診断費用の 1／２ 上限７万円 

愛川町木造住宅耐震診断費補助金交付の流れ 

〇申請に必要な書類（詳しくはご相談ください） 
①住民票(写し) ②建築確認通知書(写し)、固定資産(家屋)評価証明書等 

③耐震診断見積書(写し) ④町税等納付状況調査同意書(第２号様式) 
⑤耐震診断の実施に関する建物所有権者等の同意（空き家バンク事業に

よる利用者のうち、建物所有権者以外の者が申請する場合）（第３号様式） 
※見積書は、町に登録された町内の耐震診断技術者を紹介しますので、 
申請者の方に選定していただき、作成していただきます。 
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●建物が補助の要件に適合しているかなどについて、 

事前に町都市施設課で相談してください。 

●相談の結果、補助の対象となる場合、「愛川町木造住宅耐震改修

設計費補助金交付申請書(第１号様式)」を提出してください。 

●補助金交付申請書の内容を審査し、「愛川町木造住宅耐震改修設計

費補助金交付決定通知書(第５号様式)」により通知いたします。 

●耐震診断技術者により耐震改修設計を実施していただきます。 
この際、耐震診断技術者へ設計費を支払ったうえ、領収書を受け

取ってください。 

●「愛川町木造住宅耐震設計費補助金実績報告書(第９号様式)」 
〇添付書類(詳しくはご相談ください） 
①耐震改修計画書(第１０様式) 
②耐震改修工事図面 
③耐震設計費の領収書又は請求書(写し) 
④改修計画に基づく改修後を想定した耐震診断の結果報告書 

１ 事前相談 

２ 補助金交付申請 

３ 補助金交付決定通知 

４ 改修設計の実施 

５ 実績報告書の提出 

６ 補助金の支払い 

 

 

耐震改修設計費補助額：耐震改修設計費用の 1／２ 上限８万円 

愛川町木造住宅耐震改修設計費補助金交付の流れ 

〇申請に必要な書類（詳しくはご相談ください） 
①住民票(写し) ②建築確認通知書(写し)、固定資産(家屋)評価証明書等 

③耐震診断結果報告書(写し) ④町税等納付状況調査同意書(第２号様式) 
⑤耐震改修(設計・工事等)の実施に関する建物所有権者等の同意（空き家

バンク事業による利用者のうち、建物所有権者以外の者が申請する場合）

（第３号様式）⑥耐震改修設計費の見積書(写し) 
※見積書は、町に登録された町内の耐震診断技術者を紹介しますので、申 
請者の方に選定していただき、作成していただきます。 
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          耐震改修工事費補助額：耐震改修工事費用の 1／２ 上限８０万円 

          耐震改修監理費補助額：耐震改修監理費用の 1／２   上限５万円 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●建物が補助の要件に適合しているかなどについて、

事前に町都市施設課で相談してください。 

●相談の結果、補助の対象となる場合、「愛川町木造住宅耐震改

修工事費等補助金申請書(第４号様式)」を提出してください。 

●補助金交付申請書の内容を審査し、「愛川町木造住宅耐震改修工事

等補助金交付決定通知書(第６号様式)」により通知いたします。 

１ 事前相談 

２ 補助金交付申請 

３ 補助金交付決定通知 

４ 施工業者の決定 

●施工業者を決定し、契約の締結をしてください。 

〇申請に必要な書類（詳しくはご相談ください） 
①住民票(写し) ②建築確認通知書(写し)、固定資産(家屋)評価証明書等 

③改修計画に基づく改修後を想定した耐震診断の結果報告書(写し)  
④町税等納付状況調査同意書(第２号様式) ⑤耐震改修(設計・工事等)の実

施に関する建物所有権者等の同意(空き家バンク事業による利用者のう

ち、建物所有権者以外の者が申請する場合) (第３号様式) ⑥耐震改修工事

費及び耐震改修監理費の見積書(写し) 
※見積書は、町に登録された町内の耐震診断技術者を紹介しますので、申

請者の方に選定していただき、作成していただきます。 

９ 補助金の支払い 

５ 工事の着手 

●町職員による中間検査を受けてください。 
視認可能な時点で、補強金物や筋交い等の施工状況を確認します。 

６中間検査 

●「愛川町木造住宅耐震改修工事等完了実績報告書(第１２号様式)」 
〇添付書類(詳しくはご相談ください） 
①耐震改修工事費精算書(第１３号様式) ②耐震改修工事費内訳書  
③耐震改修工事費及び耐震改修監理費の領収書(写し) ④耐震改修工事

の各工程の写真 ⑤耐震改修監理報告書(第１４号様式) 

●工程写真などの施工管理をしてください。 

７ 実績報告書の提出 

●町職員による検査を受けてください。 
①愛川町木造住宅耐震改修工事費等補助金交付請求書(第１５号様式) 

８ 完了検査 

愛川町木造住宅耐震改修工事費及び監理費補助金交付の流れ 


